
- 1 - 

船舶事故調査報告書 

 

                               平成２３年５月２６日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                   委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  山 本 哲 也 

委   員  石 川 敏 行 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２２年９月２５日 ０４時５６分ごろ 

発生場所 香川県坂出市坂出港沖の備讃瀬戸南航路  

坂出市所在の小瀬
こ せ

居
い

島灯台から真方位２５１°１,４５０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２２.２′ 東経１３３°５０.２′） 

事故調査の経過  平成２２年９月２６日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 引船 いよ丸、２３３トン 

   １４０９０３、三洋海事株式会社 

   ４２.３２ｍ×８.８０ｍ×３.９９ｍ、鋼 

   ディーゼル機関（２基）、３,２３６kＷ（合計）、平成２１年３月 

Ｂ 貨物船 第三敬神
けいしん

丸、１９９.５８トン 

   ７９９６３、個人所有 

   ２８.７５ｍ（Lr）×７.９２ｍ×３.６８ｍ、木 

   ディーゼル機関、２９４kＷ、昭和３２年７月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５４歳 

   三級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和５２年７月１日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成１９年９月１２日 

    免状有効期間満了日 平成２５年６月１６日 

Ｂ 船長Ｂ 女性 ５７歳 

   六級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成７年３月１６日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２２年２月１６日 

    免状有効期間満了日 平成２７年３月１５日 

機関長Ｂ 男性 ６２歳 

   五級海技士(機関) 

    免 許 年 月 日 昭和４４年１２月５日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成１８年１月２０日 

    免状有効期間満了日 平成２３年６月４日       

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷船首部防舷材に擦過傷 

Ｂ 船首部に破口を伴う凹損 
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 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａほか３人が乗り組み、香川県坂出港を出港し、船長Ａ

が、出航操船から引き続き船橋当直に就き、航海灯を表示し、備讃瀬戸南

航路（以下「南航路」という。）を横断して備讃瀬戸北航路（以下「北航

路」という。）に入る予定で坂出港内を北進した。 

船長Ａは、レーダー及びＧＰＳプロッターを見ながら航行し、平成２２

年９月２５日０４時５２分ごろ、小瀬居島灯台から２１１°（真方位、以

下同じ。）１,７５０ｍ付近において、針路約３４３°及び速力約１０.０ノ

ット（kn）（対地速力、以下同じ。）で手動操舵により航行した。 

 船長Ａは、０.７５海里（Ｍ）レンジとしたレーダーで右舷船首方に北航

路を西進する船舶１隻、南航路を東進する船舶１隻（以下「東進船」とい

う。）を探知し、目視でも確認してこれら２隻の船舶の動静に注意を払って

いたものの、東進船はこの１隻だけと思い、東進船の前方１,６００ｍ付近

に南航路をこれに沿って東進するＢ船に気付かずに航行した。 

 Ａ船は、０４時５４分ごろ、小瀬居島灯台から２２１°１,４５０ｍ付近

で約２０°左転して鍋島灯台に向く針路約３２３°とし、約１１.５kn の

速力で航行した。 

航海士Ａは、出港後の片付けを終えて本事故の約２～３分前に昇橋し、

北航路付近で船長から船橋当直を引き継ぐことにしていたので、船長Ａの

右側に立って見張りに当たったが、左舷前方から接近するＢ船に気付か

ず、衝突直前にＢ船を視認して叫び声をあげた。 

船長Ａは、航海士Ａの叫び声を聞いてＢ船との接近に気付き、機関を後

進に掛けたが、０４時５６分ごろ、小瀬居島灯台から２５１°１,４５０ｍ

付近においてＡ船の左舷船首部とＢ船の船首部とが衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂ及び機関長Ｂが乗り組み、航海灯を表示し、機関長Ｂ

が、椅子に腰を掛けて単独の船橋当直に当たり、目視及びレーダーによる

見張りを行いながら南航路の右側端を東進した。 

機関長Ｂは、２５日０４時４９分ごろ、小瀬居島灯台から２４６°１.６

Ｍ付近の瀬戸大橋西方で、備讃瀬戸東航路中央第１号灯浮標に向く針路約

０６０°とし、速力約９.０knで自動操舵により航行した。 

 機関長Ｂは、椅子に腰を掛けた姿勢でレーダーがある左舷側を向き、主

として３Ｍレンジとしたレーダーで南航路及び備讃瀬戸東航路を航行する

船舶の映像を確認し、接近するおそれがある船舶がいなかったことから気

が緩み、右舷側の見張りを行っていなかったので、右舷前方の航路外から

航路に入ろうとしていたＡ船に気付かず、南航路をこれに沿って航行中、

０４時５６分ごろＡ船とＢ船とが衝突した。 

 機関長Ｂは、衝突後に機関を停止した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：潮汐 低潮時、潮流 約１.３knの北東流 

坂出港における日出時刻：０５時５４分 

 その他の事項 

 

 

Ｂ船は、機関長Ｂが実質的に船長職を執り、ふだんから入出港時や狭水

道通航時の操船を行っており、本事故時、船長Ｂは、操舵室左舷後部で就

寝中であった。 

船長Ｂ及び機関長Ｂは、船長Ｂが就寝中も常時操舵室内にいるので、機

関長Ｂが海技免状（航海）を取得していなくても、単独で船橋当直に就く

ことができると思っていた。 
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分析 

 

乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

Ａ船は、坂出港北方沖において、南航路外から

同航路に入ろうとして北西進中、船長Ａが、レー

ダーで南航路に東進船１隻の映像を確認したもの

の、南航路を航行する船舶はこの東進船１隻だけ

と思い込み、適切な見張りを行っていなかったこ

とから、Ｂ船が東進船の前方を南航路に沿って航

行して接近していることに衝突直前まで気付かず

に航行し、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、坂出港北方沖の南航路をこれに沿って

北東進中、機関長Ｂが、南航路及び備讃瀬戸東航

路を航行する船舶のレーダー映像だけを確認し、

右舷側の適切な見張りを行っていなかったことか

ら、右舷前方の南航路外から同航路に入ろうとし

ていたＡ船に気付かずに航行し、Ａ船と衝突した

ものと考えられる。 

 船舶職員及び小型船舶操縦者法によれば、船橋

当直者は、６級海技士（航海）の海技免状受有者

でなければならないと規定されており、機関長Ｂ

は、６級海技士（航海）の海技免状を取得しなけ

れば、単独で船橋当直を行うことができない。 

原因 本事故は、夜間、坂出港北方沖において、Ａ船が南航路外から同航路に

入ろうとして北西進中、Ｂ船が南航路に沿って北東進中、両船が適切な見

張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと

考えられる。 

 




